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令和７年度第２回旭川市保健所運営協議会 会議録 

 

日  時 令和７年１１月２０日（木）午後６時３０分～午後７時３０分 

場  所 旭川市役所 総合庁舎７階 大会議室Ａ 

出 席 者 委 員 

計１３名 

滝山会長   村井副会長    阿部委員    荒委員       

大里委員   近藤委員     嵯城委員    白川部委員   

高橋委員   谷委員      藤田委員    古川委員 

森委員    

事務局 

計１９名 

山口健康保健部長     鈴木健康保健部保健衛生対策官 

渡辺健康保健部次長    上林健康保健部次長 

中屋保健総務課長     阿保保健予防課長 

高橋保健予防課こころと難病支援担当課長 

俵動物愛護センター所長  尾崎食肉衛生検査所長 

山本健康推進課主幹    村椿医務薬務課主幹 

渡部保健予防課課長補佐  上出保健予防課感染症対策係長 

秋場健康推進課主査    國本保健総務課課長補佐 

齊藤保健総務課課長補佐  山田保健総務課主査 

森田保健総務課主査     
会議の公開・

非公開 公 開 

傍 聴 者 な し 

会議資料 資料１－１：第２次スマートウエルネスあさひかわプラン（案）について 

資料１－２：スマートウエルネスあさひかわプラン（案）（概要版） 

資料１－３：スマートウエルネスあさひかわプラン（案） 

資料２－１：旭川市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）（概要版） 

資料２－２：旭川市新型インフルエンザ等対策行動計画（案） 

資料２－３：旭川市新型インフルエンザ等対策住民接種ガイドライン（案） 

資料３：使用料・手数料の見直し（案）について 

資料３別紙：手数料料金改定案（健康保健部関係分） 

資料４：旭川市がん検診における胃内視鏡検査導入について 

資料５－１：令和６年度第３次健康日本２１旭川計画進捗状況について 

資料５－２：第３次健康日本２１旭川計画進捗状況報告書（令和６年度） 
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議 事 発 言 趣 旨 等 

１ 開 会 

２ 健康保健部長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 議 事 

 

(1)協議事項  

・協議事項ア 第２次スマートウエルネスあさひかわプラン（案）について 

事務局 資料１－１、資料１－２、資料１－３に基づき説明 

 [御意見・御質問及び回答] 

委員 あさひかわ健幸アプリの登録者数について目標を設定している

と思いますが、現在どれくらいですか。 

事務局 アプリの登録者数については健康日本２１旭川計画で目標設定があ

り、令和 11 年までに人口の５％の 1万 5,000 人としていましたが、

アプリ運用開始からわずか２年で達成しました。今後については、

人数目標について、中間の見直しの中で新たな目標を再設定する予

定です。 

・協議事項イ 旭川市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）について 

事務局 資料２－１、資料２－２、資料２－３に基づき説明。 

 [御意見・御質問及び回答] 

委員 市民生活及び社会経済の安定の確保の準備期について、食料品や

生活必需品等の備蓄を勧奨という部分で、具体的にどのようなも

のかということを高齢者でもわかる提示があるのでしょうか。 

事務局 コロナの時にもそうでしたが、感染が広がってくると保健所から

提供する物資がなかなかすぐに届かないということもあること

から、例えば、療養するための食材や市販薬の確保、といった衛

生資材や生活に必要なものについて、具体的な品目をあげて提案

しようと考えており、現状では、どのような形でどのようなもの

を準備したらいいかというところについては検討中です。今後、

例えば、いま、インフルエンザもありますが、抗原キットの使用

といったこと等を含めて提供する形になると思います。 

委員 なかなか文字ではわかりづらい方もいるかと思いますのでわか

りやすい図や写真等があればいいと思いますので検討をお願い

します。 

事務局 今回情報提供の中で、高齢者だけでなく、外国人にも配慮するよ

うにというガイドラインとなっていますので、それらも含めて対

応したいと思います。 

委員 ７番のワクチンの箇所で、新型インフルエンザに係る接種体制の

想定として接種率を 90％としているが、何に対する値ですか。 
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事務局 接種対象予定者が 1歳以上の市民であり、この対象予定者に対し

90％ということになります。 

委員 ５番の水際対策のところで、準備期に国が実施する研修・訓練に参

加となっていますが、訓練に参加される参集範囲というのはどのよ

うな方なのでしょうか。一般の方も含むのでしょうか。 

事務局 現在、本市で実施しているのは、空港において、国主導で実施する

研修であり、陽性者や疑いのある方が発生した場合にどのようなこ

とに対応するかといったことで参集がありますが、そのような内容

であることから、今のところ、一般の方を対象としては実施してい

ません。 

委員 今回の新型コロナへの対応としては、ワクチンや治療薬ができた

時から対応ができるようになりましたが、はじめは、病原体をＰ

ＣＲという特殊な検査をしなければならず、その後、インフルと

同じような抗原検査をするようになり臨床が進んだところです。 

今後も、病原体に対するワクチンの研究や検査キットをすぐに作

れるかどうかということがカギになると思います。 

今から 10 数年前に世界的に新型インフルエンザが流行り、日本

でも同様に流行った時期はありましたが、日本には治療薬として

タミフルがあり、それが使えて、効果があったことから諸外国と

は全然違う感染動向を示していました。 

そのような意味で、国、あるいは研究体制の充実が不可欠とされ

ています。今回の新型コロナウイルスはワクチン接種により、死

亡率の低下に貢献したことから、その経験を踏まえ、今後も新型

コロナの時のような備えが必要と思われます。 

 

(2)報告事項  

・報告事項ア 使用料・手数料の見直し（案）について 

事務局 資料３、資料３別紙に基づき説明。 

 [御意見・御質問及び回答] 

委員 受益者のコスト負担割合は全て 100％になるということは、全てを

受益者から頂くということになるのですか。 

また、改定料金は、現行料金に対して、最大で 1.5 倍の金額として

いますが、この改定料金は、いつまでのものですか。 

事務局 手数料につきましては、例えば、病院の開設許可手数料などは特定

の病院を開設しようとする者が 100％負担するということになりま

すが、道路、図書館、公園といった不特定多数で使用するものなど

については、受益者の負担割合は 100％とはならないという考えに

なります。また、今回の料金改定の金額は４年後の次回の料金改定

まで適用される金額です。 
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委員 水の検査手数料のうち、簡易専用水道が廃止となっており、ビル等

の管理を対象としていると思いますが、今後、このような検査はな

くなってしまうのですか。 

事務局 この手数料は北海道立保健所時代から設定されていたものですが、

市内には水道協会や民間検査機関があり、道からの移管以降、保健

所で検査を行った実績は恐らくありません。そのため、廃止しても

支障がないと判断しました。ただし、地方では民間業者が対応でき

ない場合がありますので、そのような場合は保健所で検査をしてい

ます。 

・報告事項イ 新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について 

事務局 資料４に基づき説明。 

 [御意見・御質問及び回答] 

 意見等なし 

・報告事項ウ 令和６年度第３次健康日本２１旭川計画進捗状況について 

事務局 資料５－１、資料５－２に基づき説明。 

 [御意見・御質問及び回答] 

委員 

 

スマートウエルネスあさひかわプランと健康日本２１旭川計画

は、それぞれ何に基づくものなのですか。また、２つの計画の関

連性はどのようなものですか。 

事務局 健康日本２１旭川計画は健康増進法に基づき、市民の健康寿命の

延伸と生活の質向上を目指し、生活習慣病予防を中心とした健康

づくりを推進するための計画であり、健康無関心層からハイリス

ク者への活動を網羅した、長期的な健康づくり計画です。一方、

スマートウエルネスあさひかわプランは「歩く」「活動範囲を広げ

る」など、健康づくりの裾野を広げる短期的な実行計画で、生き

がいやつながりといった幸せな生活づくりにも焦点を当ててい

ます。これら２つの計画を両輪として健康づくりを推進します。 

委員 

 

資料５－１にある「分野 1 栄養・食生活の二重丸の個数８」は、

何を示しているのでしょうか。 

事務局 資料５－２の７ページに、評価された内容が記載されており、

「◎」は取り組みを実施し目標を達成した項目、「〇」は取り組み

を実施しおおむね目標を達成した項目を示しています。 

 

(3)その他  

 特になし 

 


